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３
月
７
日(

月)

鳥
取
県
東
部
環
境
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー(

不
燃
物
処
理
施
設)

に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
ま
し
た
。
出

火
原
因
は
、
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
や
ラ
イ

タ
ー
の
ガ
ス
、
ス
ト
ー
ブ
の
灯
油
等
が

残
っ
て
い
た
た
め
発
火
し
、
ご
み
に
燃

え
移
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

不
燃
物
処
理
施
設
が
火
災
等
で
稼
働

停
止
に
な
り
ま
す
と
、
住
民
生
活
に
大

き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

　

カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
、
ラ
イ
タ
ー
、
石

油
ス
ト
ー
ブ
な
ど
を
出
さ
れ
る
と
き
は
、

も
う
一
度
、
左
記
の
こ
と
に
注
意
し
て

出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
注
意
点

１　

ガ
ス
や
油
類
を
使
い
切
っ
て
か
ら

出
し
て
く
だ
さ
い
。

２　

ス
プ
レ
ー
缶
類
は
、
必
ず
穴
を
開

け
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

(

た
だ
し
、
火
の
近
く
で
開
け
な
い
で

く
だ
さ
い)

３　

石
油
ス
ト
ー
ブ
は
、
本
体
と
タ
ン

ク
の
油
を
必
ず
抜
き
取
っ
て
か
ら
出

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

環
境
水
道
課

　
　

☎
73
︱
１
５
６
７

火
災
の
発
生
に
伴
う

分
別
の
徹
底

　町では、家庭から排出される生ごみを減量化または堆肥化する家庭用生ごみ処理機、
及び生ごみから水分を分離することを目的とする水切りバケツの購入費に、補助金を交
付します。

種　類 補助期間
補　助
対象者

補助の
個数及び
基　数

補助金額 補助の要件
商品の
取扱店

申請の際の添付書類

新
家庭用
生ごみ
処理機

平成 23 年
4 月 1 日から
5 年間

世帯 1 基

購入経費の２分の
1(100円未満の端
数は切り捨て）た
だし、30,000円を
限度とする。

町内で自ら使
用すること。

町内外の
電気店等

商品購入の領収書の
原本 ( 日付、金額、
購入者名、販売者が
明記された領収印の
あるもの ) 及び保証
書のコピー

新
水切り
バケツ

平成 23 年
4 月 1 日から
5 年間

世帯 1 個

購入経費の 2 分の
1(100 円未満の端
数は切り捨て ) た
だ し、2,000 円 を
限度とする。

町内で自ら使
用すること。

ホーム
センター等

商品購入の領収書の
原本 ( 日付、金額、
購入者名、販売者が
明記された領収印の
あるもの )

継
続

コンポ
スト容
器

平成 20 年
4 月 1 日から
5 年間

世帯 2 基

購入経費の 2 分の
1(100 円未満の端
数は切り捨て ) た
だ し、5,000 円 を
限度とする。

町内に設置す
ること。自ら
使用すること。
取扱店から購
入すること。

鳥取いなば農
業協同組合
岩美支店
(5 年間保証付
のため )

購入する商品の見積
書

1　補助対象商品

生ごみ処理機等の購入費を補助します


